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入学者選抜概要 

選抜 

区分 
出願期間 志願変更期間 検査日・検査内容 合格発表 入学意思表示締切 

一 

般 

選 

抜 

令和8年2月2日(月) 

０時から 

～  
令和8年2月5日(木) 

12時まで 

【出願先】 

令和8年2月9日(月) 

０時 

～  
令和8年2月12日(木) 

17時まで 

【変更先】 

令和8年2月13日(金) 

０時 

～  
令和8年2月16日(月) 

17時まで 

令和8年3月4日(水) 

〇学力検査 

(当日にも面接をおこな

う場合があります。) 

 

令和8年3月5日(木) 

〇面接 

 

令和8年3月10日(火) 

〇追検査 〇面接 

令和8年3月13日(金) 

10時 

（出身中学校等の校長を

通じて通知する） 

〇県教育委員会管理サイ

トにおいても発表 

〇インターネット出願シ

ステムによっても確認可

能 

令和8年3月19日(木) 

12時まで 

※詳細は１～5ページを参照 

第 

2 

次 

募 

集 

令和8年3月16日(月) 

～  
令和8年3月17日(火) 

15時まで 

 

令和8年3月19日(木) 

〇作文 

〇面接 

令和8年3月24日(火) 

15時 

（県教育委員会管理サイ

ト及びインターネット出

願システムにより発表） 

令和8年3月27日(金) 

12時まで 

※詳細は6～8ページを参照 

 

島根県立宍道高等学校 
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１．応募資格 

国公私立高等学校若しくはこれに準ずる学校、中等教育学校の後期課程及び高等専門学校に在籍していな

い者で、次の(1)～(3)のいずれかに該当する者 

なお、海外からの帰国生徒等の出願については、別に定める手続きにより、事前に出願許可を受けた者に

限り出願できる。 

 

(1) 中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修 

了した者 

 

(2) 令和８年3月に中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業する見込みの者又は中等教 

育学校の前期課程を修了する見込みの者 

 

(3) 学校教育法施行規則第95条の規定に該当する者 

 

２．入学定員 
 

課程 学科 学習時間帯 入学定員 

定時制課程 普通科 

午前部 80名 

午後部 40名 

夜間部 40名 

※入学定員内において身元引受人による出願者の合格者数を原則として４名以内とする。 

 

３．求める生徒像 

 

(1) 定時制課程の特色を理解し、学習に積極的に取り組もうとする意欲と学力を有する生徒 

 

(2) 学校行事、部活動、地域社会での諸活動などに意欲的に取り組もうとする生徒 

 

(3) 日々の学習や経験から得たことを生かし、自分の将来について真摯に考えようとする生徒 

 

(4) 学校や地域社会の一員として必要な規範意識、基本的な生活習慣や態度を身に付けようとする生徒 

 

４．選抜において重視する点 

 

(1) 基礎学力   (2) 学習意欲、向上心   (3) 基本的生活習慣   (4) 面接態度 

募 集 要 項 
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(1) 募集定員 

1ページの２に定める入学定員の数 

 

(2) 出願資格 

1ページの１に定める応募資格のある者 

 

(3) 出願期間 

  ア インターネット出願システムにより提出する書類 

令和８年２月２日(月)０時から２月５日(木)12時までとする。 

  イ アによらない書類 

持込みの場合；２月２日(月)から２月４日(水)は9時から17時まで 

２月５日(木)は9時から12時まで 

     郵送の場合；２月５日(木)12時以降に届いたものについては、２月４日(水)までの消印があるものに

限り受け付ける。 

 

(4) 出願手続 

志願者は、次に掲げるものを、在籍又は出身中学校等の校長を経由して、出願期間内に宍道高等学校長に提出する

こと。 

入学願書 

(様式第 1号) 
インターネット出願システムにより提出する。 

(ｱ) 志望校欄には、志望する学習時間帯を第3志望まで入力することができる。 

(ｲ) 志願者氏名の入力については、氏名に常用漢字以外の漢字がある場合は、常用漢字で代替し

て入力する。外字エディタ等で作成された漢字は用いないこと。 

(ｳ) 学力検査場について特別措置を願い出る場合は、所定の欄に入力する。 

顔写真 インターネット出願システムにより提出する。 

(ｱ) 無帽・無背景・正面、縦４：横３の比率で志願者本人を鮮明に識別できるものを使用する。 

(ｲ) 写真は６か月以内に撮影したものとし、デジタル加工は一切加えない（白黒・カラーの別は

問わない）。 

自己申告書 

(様式第１４号) 
長期欠席者等に配慮した選抜方式で出願する場合は提出する。 

また、その他の場合においても、いずれかの学年で欠席日数が30日以上ある場合や、すでに中

学校等を卒業している場合に、希望する人が提出できる。 

手書きの場合は、黒又は青のペン書き（消せる筆記具は不可）。なお、提出する際は厳封しても

よい。その際、封筒の表に志願先高等学校名及び第 1志望の学習時間帯、出身中学校等の学校

名、志願者氏名を記入すること。パソコン等によるデータ入力の場合も、志願者氏名及び保護者

氏名は自署とする。 

その他 ５ﾍﾟｰｼﾞにある「参考 出身中学校等が提出する書類について」及び「入学願書以外の様式の記

入について」に留意し、定められた書類を出願期間内に提出すること。詳細は島根県教育委員会

が示した実施要綱を参照すること。 

  

    注1  封筒の表面には「定時制入学者選抜関係書類在中」と朱書し、郵送する場合は簡易書留とすること。 

注2  いったん受理した入学願書、添付書類等及び受検料は返還しない。 

 

 

一 般 選 抜 
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(5) 志願変更 

出願した者は1回に限り、本校の他の学習時間帯（午前部・午後部・夜間部）、又は他の学校の課程、学 

科（部）に志願変更することができる。ただし、第1志望が変わらない変更は認めない。 

 

【志願変更受付期間】 

(ｱ) 出願先高等学校への申請期間 

令和８年2月９日(月)０時から2月1２日(木)17時までとする。 

インターネット出願システムによる手続きのみとする。(志願変更に係る特別措置の場合を除く) 

 

(ｲ) 志願変更先高等学校への出願期間 

  インターネット出願システムによる手続きは、令和８年2月１３日(金)０時から2月1６日(月) 

17時までとする。 

インターネット出願システムによらない書類の提出は、持ち込み又は郵送とする。 

持込みの場合；令和８年2月1３日(金) 9時から2月1６日(月)17時まで（土日を除く） 

郵送の場合；令和８年2月1６日(月)17時以降に届いたものについては、2月1３日(金)までの 

消印があるものに限り受け付ける（郵送の場合は簡易書留とすること）。郵送の場合は、出身中学校 

等の校長から志願変更先校長へ電話にて一報を入れること。 

 

(6) 学力検査 

① 実施期日 

令和８年３月４日(水) 

受 付 
諸注意・ 

入場 
国 語 数 学 社 会 

昼

食 

英 語 理 科 

8:30～

8:50 

8:50～

9:15 

9:20～

10:10 

10:30～

11:20 

11:40～

12:30 

13:20～

14:10 

14:30～

15:20 

② 学力検査場：宍道高等学校 

③ 受検上の注意 

・受検者は次のものを持参する。(上履き不要) 

(ｱ) 受検票   (ｲ) 鉛筆又はシャープペンシル(和歌・格言等が印刷されていないもの) 

(ｳ) 消しゴム  (ｴ) コンパス  (ｵ) 定規(三角定規もよい。ただし、分度器兼用のものは除く) 

(ｶ) 弁当 

     なお、携帯電話その他の通信機器を検査会場に持ち込んではならない。 

   ・机上には、上記の(ｱ)～(ｵ)以外のものは置かない。ハンカチ、ティッシュペーパーの使用は、事前に 

許可を得てから置き、文字等の印刷されていないものを使用すること。 

・マスク及び防寒着は、文字等の印刷されていないものを着用すること。 

   ・用具の貸し借りはしない。 

   ・検査室内には時計がないので、計時機能だけの時計については検査室内に携行できる。また、机上に 

置いてもよい。ただし、辞書・電卓・情報端末等の機能があるものやそれらの機能の有無が判別しづ 

らいもの、秒針音のするもの、キッチンタイマー及び大型のものは不可とする。 

 

(7) 面接 

① 日時及び場所(詳細は別途指示) 

日時：令和８年3月５日(木) ※受検人数等によって、3月4日(水)に面接をおこなう場合もある 

場所：宍道高等学校 

  ② 面接の評点化 

    10点満点で評点化し、選抜の資料とする。  
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③ 面接における評価の観点 

・志望動機が明確かつ適切であるか。 

・自己の特徴や特性を理解し、向上心をもって生活しようとしているか。 

・規範意識をもち、高校生活を送るうえでの積極性や協調性があるか。 

   ・面接に臨む態度等が適切で、場に応じた言葉遣いで自分の考えを明確に表現できるか。 

 

(8) 追検査 

① 受検資格 

   一般入学者選抜検査（以下「本検査」という。面接を含む。）当日の特別措置によっても対応できず、

やむを得ず欠席した者のうち、次の(ｱ)又は(ｲ)に該当し、追検査の受検を希望する者。ただし、学力検

査、面接の一部でも受検した者は除く。 

   (ｱ) 学校保健安全法施行規則第 18 条において、学校において予防すべき感染症に指定されている疾

病の罹患者 

   (ｲ) 本検査当日の災害、不慮の事故等やむを得ない理由により本検査を受検できなくなった者 

 

② 出願手続 

   出身中学校等の校長は、次の手続きを行う。 

   (ｱ) 追検査の出願資格に該当し又は該当する可能性があり、追検査の受検を希望する者がいる場合、

ただちに本校高等学校長及び県教育委員会へ電話で連絡する。ただし、検査場特措を願い出た者につ

いては、学力検査場となった高等学校長にも連絡すること。 

   (ｲ) 出身中学校等の校長は、以下のものを、3月５日(木)10時までに本校高等学校長に（検査場特措

を願い出た場合は、学力検査場となった高等学校長にも）提出すること。 

    ・追検査受検願(様式第18号)  1部 

    ・証明書類(本検査当日の医師の診断書等を原則とする。)  1部 

    ・追検査受検者名簿(様式第19号)  3部 

 

③ 実施期日及び検査内容 

   令和８年3月1０日(火)の1日のみとし、学力検査の実施教科、実施順序及び検査時間は本検査と同 

じとする。面接は学力検査終了後引き続いて行う。 

 

④ 学力検査場 

    島根県教育委員会が定める。 

 

⑤ その他 

    ・追検査の受検料は徴収しない。 

    ・追検査受検者は、本検査時に交付された受検票を受検会場に持参する。 

    ・「追検査受検者が準備すべき用具及び受検上の諸注意」、「学力検査実施上の留意事項」は本検査 

に準じる。 

    ・その他詳細については、別途通知する。 
 

(9) 入学者の選抜 

本検査、追検査を合わせた受検者について、学力検査成績、面接及び提出された書類に基づき、本校の求め

る生徒像に照らし、総合的に判断し選抜する。個人調査報告書と学力検査の比率は50 : 50とする。 
 
(10) 合格発表 

 令和８年3月1３日(金)10時とする。ただし、郵送が必要となった場合は、宍道高校において当日中に投

函する。また、当日県教育委員会管理サイトにおいても発表する。なお、インターネット出願システムによ

っても確認できる。 
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(11) 入学の意思表示 

合格者は、合格通知書を受け取り後、直ちに所定の用紙(合格通知書に同封)により入学の意思表示をする 

こと。令和８年3月１９日(木)12時までに入学の意思表示をしない場合、合格を取り消すことがある。 
  
(12) その他 

① 合格発表後でも修業上著しく不適当と認められる者、または提出書類に虚偽の記載のあった者に対して 

は合格を取り消すことがある。 

 

② 合格者は、令和８年4月に行われる入学予定者登校日に、保護者とともに参加すること。 

(詳細は合格通知書とともに配布する「入学のてびき」を参照のこと) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※入学願書以外の様式の記入について 
令和８年度島根県公立高等学校入学者選抜実施要綱にある各様式について、以下の点に注意して作成してください。 

様式第12号の3、14、15、

16、18号 

「科」とある箇所については、 

午前部の場合「普通(午前)」、午後部の場合「普通(午後)」、夜間部の場合「普通(夜間)」

と記入してください。 

様式第9、17号 

「課程・学科」とある箇所については、 

午前部の場合「定時制普通(午前)」、午後部の場合「定時制普通(午後)」、夜間部の場合

「定時制普通(夜間)」と記入してください。 

 

【参考 出身中学校等が提出する書類について】 
 インターネット出願システムにより提出するもの 

 ① 個人調査報告書（長期欠席者等に配慮した選抜方式で出願した場合、提出を要しない） 

 ② 学習成績・特別活動の記録等概要表（過年度卒のものは不要） 

 ③ 公立高等学校入学者選抜出願者名簿 

 

以下は該当する場合、提出をお願いします。 
 １ 「県外からの出願」の場合、「様式第９号」 

 ２  長期欠席者等に配慮した選抜方式を利用する志願者から自己申告書が提出された場合、「様式15号」 

 ３  個人調査報告書に記入できない部分がある場合、「様式第1６号」 

 ４  特別支援学級又は特別支援学校の生徒が受検する場合で、教育課程編成上、個人調査報告書に記入が

不可能な欄がある場合、生徒指導要録の写し 

なお、３年次の記録について記入が不可能な欄がある場合、「様式第1６号」 

５  受検を辞退する場合、「様式第1７号」 

受付期間は、原則として、2月2５日(水)までとする。それ以降で判明した場合は、すみやかに提出

すること。 

６  やむを得ない理由で合格発表前に辞退する場合、「様式第1７号」 

3月1１日（水）12時までに持ち込むことを原則とする。 

 

補足 

 ・海外から帰国する生徒又は海外から日本に移住する生徒の出願の場合、すみやかに県教育委員会に必要 

  な申請を行う。 

 ・「帰国・外国人生徒等の特別措置」または「特別な配慮や支援を必要とする場合の特別措置」を希望する

場合、11月14日（金）必着で様式12号の３を宍道高等学校長に提出すること。（島根県教育委員会へ

は様式第１２号を提出） 
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 令和８年度公立高等学校入学者選抜の合格発表の時点で欠員が生じたときは、次により第２次募集を行う。 
 
(1) 第２次募集募集人員 

  令和８年3月1３日(金)の公立高等学校入学者選抜の合格発表の時点で、欠員が生じた定時制課程(午前部・午後

部・夜間部)のそれぞれの部の欠員数とする。第２次募集を行う場合は、令和８年3月1３日(金)10時に県教育

委員会のホームページで公表する。 
 
(2) 出願資格 

  1ページの１に定める応募資格のある者のうち、以下の(ｱ)又は(ｲ)に該当する者を除くものとする。 

(ｱ) 令和８年度島根県公立高等学校入学者選抜に合格した者 

(ｲ) 令和８年度入学者選抜において、高等専門学校、県外の高等学校又は県内の私立高等学校等に合格し、入 

学手続をした者 

また、本校では、一般選抜学力検査の結果を選抜資料として利用するので、一般選抜学力検査を受検しているこ

と。 
 

(3) 出願期間 

  令和８年 3月 1６日(月)から 3月 1７日(火)1５時までとする。持込みによる提出を原則とするが、何らかの理

由で郵送により提出する場合は、出身中学校長等から本校校長へ電話にて一報を入れること。ただし、郵送によ

る場合は簡易書留速達に限る。 
 
(4) 出願手続 

志願者は、次に掲げるものを、在籍又は出身中学校等の校長を経由して、出願期間内に宍道高等学校長に提出する 

こと。 

入学願書 

（様式第 1号の３） 

インターネット出願システムにより提出する。 

(ｱ) 志望校欄には、志望する学習時間帯を第3志望まで入力することができる。 

(ｲ) 志願者氏名の入力については、氏名に常用漢字以外の漢字がある場合は、常用漢字で代替

して入力する。外字エディタ等で作成された漢字は用いないこと。 

顔写真 インターネット出願システムにより提出する。 

(ｱ) 無帽・無背景・正面、縦４：横３の比率で志願者本人を鮮明に識別できるものを使用する。 

(ｲ) 写真は６か月以内に撮影したものとし、デジタル加工は一切加えない。（白黒・カラーの

別は問わない） 

自己申告書 

(様式第１４号) 

長期欠席者等に配慮した選抜方式で出願する場合は提出する。 

また、その他の場合においても、いずれかの学年で欠席日数が30日以上ある場合や、すでに

中学校等を卒業している場合に、希望する人が提出できる。 

手書きの場合は、黒又は青のペン書き（消せる筆記具は不可）。なお、提出する際は厳封して

もよい。その際、封筒の表に志願先高等学校名及び第1志望の学習時間帯、出身中学校等の学

校名、志願者氏名を記入すること。パソコン等によるデータ入力の場合も、志願者氏名及び保

護者氏名は自署とする。 

その他 8 ﾍﾟｰｼﾞにある「入学願書以外の様式の記入について」に留意し、定められた書類をそれぞれ所

定の期間中に指定された期間内に提出すること。詳細は島根県教育委員会が示した実施要綱を

参照すること。 

注1 封筒の表面に「定時制第2次募集関係書類在中」と朱書すること。 

注2 いったん受理した入学願書、添付書類等及び入学検定料は返還しない。 

 

(5) 入学者の選抜 

作文、面接、一般選抜学力検査の結果及び提出された書類に基づき、本校の求める生徒像に照らし、総合的に判

断し選抜する。書類と一般選抜学力検査と面接と作文の比率は40 : 40：10：10とする。 

第 ２ 次 募 集 
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(6) 期日、場所について 

① 実施期日 

令和８年3月19日(木) 

受 付 諸 注 意 作 文 面 接 

8:30～8:50 8:50～9:00 9:00～9:50 10:10～ 

 

② 実施場所：宍道高等学校 

 

③ 受検票は、各自でインターネット出願システムから印刷する。 

 

④ 注意 

   ・受検者は次のものを持参する。(上履き不要) 

(ｱ) 受検票 

    (ｲ) 鉛筆又はシャープペンシル(和歌・格言等が印刷されていないもの) 

(ｳ) 消しゴム 

    なお、携帯電話その他の通信機器を持ち込んではならない。 

   ・机上には、受検票および上記の(ｱ)、(ｲ)以外のものは置かない。ハンカチ、ティッシュペーパーの使用は 

事前に許可を得てから置き、文字等の印刷されていないものを使用すること。 

・マスク及び防寒着は、文字等の印刷されていないものを着用すること。 

   ・用具の貸し借りはしない。 

   ・会場に時計はないので、計時機能だけの時計については会場内に携行できる。また、机上に置いてもよい。 

ただし、辞書・電卓・情報端末等の機能があるものやそれらの機能の有無が判別しづらいもの、秒針音の 

するもの、キッチンタイマー及び大型のものは不可とする。 
 
(7) 作文における評価の観点 

① 課題を正しく理解しているか。 

 

② 段落に分け、主題への道筋が立てられているか。 

 

③ 自分の意見をはっきりと述べているか。 

    

④ 意見に説得力があり、主題に沿っているか。 
 
(8) 面接における評価の観点 

① 志望動機が明確かつ適切であるか。 

 

② 自己の特徴や特性を理解し、向上心を持って生活しようとしているか。 

 

③ 規範意識を持ち、高校生活を送るうえでの積極性や協調性があるか。 

 

④ 面接に臨む態度等が適切で、場に応じた言葉遣いで自分の考えを明確に表現できるか。 

 

(9) 合格発表 

   令和８年3月24日(火)15時とする。ただし、郵送が必要となった場合は、宍道高校において当日中に投

函する。また、当日県教育委員会管理サイト及びインターネット出願システムにおいても発表する。 

   

(10) 入学の意思表示 

   合格者は、合格通知書を受け取り後、直ちに所定の用紙(合格通知書に同封)により入学の意思表示をすること。

令和８年3月27日(金)12時までに入学の意思表示をしない場合、合格を取り消すことがある。 
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(11) その他 

① 合格発表後でも修業上著しく不適当と認められる者、または提出書類に虚偽の記載のあった者に対して 

は合格を取り消すことがある。 

 

② 合格者は、令和８年4月に行われる入学予定者登校日に、保護者とともに参加すること。 

(詳細は合格通知書とともに配布する「入学のてびき」を参照のこと) 

 

 

※入学願書以外の様式の記入について 
令和８年度島根県公立高等学校入学者選抜実施要綱にある各様式について、以下の点に注意して作成してください。 

様式第14、15、16号 

「科」とある箇所については、 

午前部の場合「普通(午前)」、午後部の場合「普通(午後)」、夜間部の場合「普通(夜間)」

と記入してください。 

様式第9、17号 

「課程・学科」とある箇所については、 

午前部の場合「定時制普通(午前)」、午後部の場合「定時制普通(午後)」、夜間部の場合

「定時制普通(夜間)」と記入してください。 
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１．入学時経費 
 (1) 入学金 2，100円 

 (2) 教科書及び副教材代など 10，000円～20，000円(受講する単位数及び科目によって異なります。) 

 (3) ＦＴＡ会費、生徒会費などその他の諸費用 約30，000円 

 (4) パソコン端末等購入代金  49，940円 

 

２．奨学金制度等(令和７年度の場合) 
 (1) 島根県育英会奨学資金(自宅通学生:月額18，000円 自宅外通学生:月額23，000円) 

 (2) 定時制課程等修学奨励資金(月額14，000円) 

 

３．地図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通アクセス 

 

●ＪＲ宍道駅から約1㎞、徒歩15分 

●車を利用する場合は、国道9号線からは宍道中学校前の踏切より、国道54号線からはしんじ幼保園前を経由して

お越しください。 

 

４．入学に関する照会 
〒699-0492 島根県松江市宍道町宍道1586 

            島根県立宍道高等学校 

℡ 0852-66-7577 

URL https://www.shinji-h.ed.jp 

そ の 他 

 


